
■難しいのがなぜ悪い！■ 

ほぼ週刊｜松村拓也のメールマガジン｜第 037号 

 

こんにちは。松村拓也です。 

松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

ご意見、ご質問など、何でもこのメールに返信してください。 
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1. トピックス【難しいのがなぜ悪い！】 

【難しいのがなぜ悪い！】 

 松村さんの言うことは難しい・難解だ・・・とよく言われます。 

 確かにそうだと思いますが、もう我慢の限界です。 

 

難しいのがなぜ悪い！！ 

 

僕がやりたいことは、難しいことをわかりやすく説明すること。 

 難しいのは世界が悪いのではなく、僕ら自身が「バカ」だからです。 

 僕はただ、世界を知り、世界を説明したいだけ。 

 何事も楽に、簡単にしているうちに、 

 バカになった自分を叩き直したいだけのこと。 

 だからこれからは、このことをはっきり言おうと思います。 

 来週から毎週木曜日「(仮)むずしいことを語る会」を始めます。 

 参加したい人、希望の時間を教えてください！ 

 

2. メルマガ版・ビジーネス教室(8)【確定申告をしよう①】 

 

2月は確定申告の月です。ビジーネスに挑む人は、必ず確定申告をすることをお勧めします。



それにはいろいろな理由があるので、何回かに分けてお話ししましょう。 

確定申告とは、1 年間の収支を確定し、余剰金額(利益)を申告して、それに応じた税金を納

付することです。収支とは「収入－支出」のこと。余ったお金に対する税金を「所得税」と

言います。そこで、もらったお金の内どこまでが収入で、払ったお金のどこまでが支出なの

かをきちんとする必要があります。例えば、借りたお金や返したお金はもらっても収入では

ないし、払っても支出ではありません。収入とは、稼いだお金のことでそれは返さなくてい

いお金のこと。支出は稼ぐために払ったお金の内二度と帰ってこないお金を指します。 

私たちは通常、複数の収入源を持っていますが、それらすべてを税務上の収入として申告す

る必要はありません。例えば、親や子供からもらうお小遣い、配偶者からもらう生活費など

は、家族間のやり取りなので非課税です。「家族とは、お金の授受が非課税の関係」とも言

えるわけです。逆に、その他の収入はすべて課税対象となります。きっと多くの人が、全て

の収入を申告してはいないでしょう。でも今ここで、その話をする気はありません。今日の

本題は次の「支出の話」だからです。 

支出とは「収入を得るために使ったお金」のことで、原価や経費と呼ばれます。原価は商品

の仕入れなど収入に直接対応する支出のことで、経費とは事務所の家賃や光熱費など収入

全体にかかる支出です。例えば、収入を得るための打ち合わせであれば、場所代としての食

事代を経費にできますが、単なる昼ご飯では経費とは言えず、一人で食事したら絶対に経費

にはなりません。一方で、グルメ評論家としてブログを書くために高級レストランで食事を

したらどうなるのでしょう。それは堂々と経費となり、支出として計上することができるの

です。それじゃあ、誰だってグルメ評論家になれば、食費が経費になるのでしょうか。答え

はＹＥＳ、全く問題ありません。 

今日の話は、確定申告の基礎の基礎、みんなが忘れかけている前提の話です。そもそも所得

税の確定申告提出人員は 2,139万 1千人で、平成 23年分からほぼ横ばいで推移しています

ので、5人に４人は無関係。さらにほとんどの申告者がこんなこと考えてもみないとすれば、

寂しいことです。ビジネスを「お金を稼ぐこと」と考えがちですが、そのためにお金をどう

使うのかはさらに大切なことです。お金ばかり稼いでたくさん税金を払うのも一つの道で

すが、僕はお金をうまく使って様々な体験をし、その驚きや喜びを提供するビジネスをやり

たいと思います。その時得られる本当の利益とは、税金のかかる剰余金では無いかもしれま

せんよ。 

次回も確定申告に関する面白い話をしたいと思います。 

 

■よろず相談の日＠笑恵館 

日時：毎週木曜日の 10-21時 

場所：笑恵館 

内容：起業・創業に関するよろず相談、各種セミナーの開催 

講師：松村拓也 



費用：新規相談は何でも無料、セミナーは下記参照 

http://nanoni.co.jp/service/service02/ 

申込：①お名前、②ご希望 を添えて、このメールに返信してください 

 

■ビジーネス教室＠笑恵館 

日時：毎月第４金曜日の 18-21時 

場所：笑恵館 

内容：ビジーネスリーグの仕組み、エントリー方法、個別指導などの他、よろずアドバイス

します 

講師 松村拓也 

費用：一般：1,000円、初回参加もしくはエントリー者：無料 

申込：①お名前、②ご希望 を添えて、このメールに返信してください 

 

※ビジーネスリーグと(株)なのに事業の普及を目的としますので、エントリー者を優遇し、

受講中にエントリーなさった場合は、受講料を返却します。気軽にご相談ください。 

 

 

■出張開催 

５名以上の受講者が集まれば、出張開催いたします。(交通費は相談) 

 

ビジーネスリーグのＷＥＢサイトはこちら 

http://coupler.or.jp/league/ 

 

お問い合わせ、お申し込みをお待ちしています。 

 

 

3．松村拓也サロンのご案内 

 

■無料サロン：自分の意見、自分の態度 

意見とは、信念に基づく言葉の態度のこと。 

何について何を語るのか、すべてが僕の意見です。 

ブログで公開する前に、皆さんの率直な意見を聞きたくて、公開グループを作りました。 

どなたでも無料で参加できますので、気軽に申請してください。 

初対面の方は、事前にメッセージをくださいますようお願いします。 

https://www.facebook.com/groups/1662964560608124/ 

 



先週のリリース 

#029【ビジネスからビジーネスへ】20150829 

#030【身の丈のインフラ】20150903 

 

■有料サロン：自分の意見の作り方 

「松村さんの話は面白い！」ってよく言われますが、それは単に「自分の意見」 だからで

す。 

だから僕は、あなたの言葉を「あなたの意見」と感じた時、必ず「面白い」と感 じます。 

このサロンでは、僕の発信した意見を引用し、その背景や作り方などを解説します。 

メンバーの皆さんからは、ご意見だけでなくお題の提供も大歓迎です。 

僕の意見をタタキ台にして、大いに議論しましょう！ 

月額 1,000円の会費制ですが、初月は無料ですので気軽にお試しください。 

http://synapse.am/contents/monthly/matsumuratakuya 

 

先週のリリース 

001【あらためて、自分の意見とは】20160120 

002【難しくて何が悪い】20160122 

（これまでの「意見のタネ」から、内容を変更しました） 

 

4．今週のお誘いイベント 

（月）01/25 □午後から笑恵館で面談可能 

   11:00-12:00 ★砧むらおばちゃん会議（おおがいさんち） 

（火）01/26 □午後から笑恵館で面談可能 

   17:00-19:00 ★笑恵館運営会議（笑恵館） 

（水）01/27 自宅作業日 

（木）01/28 □終日笑恵館で「よろず相談」受け付けます。 

   「(仮称)難しいことを語る会」も準備中 

（金）01/29 □午後から笑恵館にいます 

   16:00-17:30 ★ふれあいキューブ情報交換会(笑恵館) 

http://www.kasukabehall.jp/pdf/koryukai2016129.pdf 

春日部の創業支援施設「ふれあいキューブ」に、久しぶりにお邪魔します。 

ふれあいキューブ：http://www.kasukabehall.jp/sogyoshien01.html 

（土）01/30 休業日（第 5週） 

（日）01/31 休業日（第 5週） 

 

僕は 4週間働いて、第 5週は休業という働き方を勝手に実践しています。 

http://www.kasukabehall.jp/pdf/koryukai2016129.pdf


 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

凡例 

□面談歓迎：仕事してますが、あなたのアポを優先します。 

■同行可能：よろしければ、僕の訪問先にお連れします。 

★参加可能：僕の参加予定イベントで、あなたも参加可能なもの 

 

 

5．アクセスポイント   

  

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

 

自宅 株式会社なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

 

職場 一般社団法人日本土地資源協会 

   ビジネスリーグプロジェクト事務局 

〒157-0073 

東京都世田谷区砧 6-27-19 笑恵館 

http://land-resource.org/ 

http://shokeikan.com/ 

  

 

6．このメルマガについて 

 

松村拓也とご縁のあった方に、日々の活動やブログ記事の抜粋などの情報をほぼ毎週お届

けします。参加希望、ご意見、ご質問など、何でもこのメールに返信してください。 
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